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香港の 公 民教育をめぐる歴史的展開

一 「基 本 的 自治権 を行 使 で きな い 英 国唯
一

の 植 民地 」 か ら 「一 国二 制 度 」 ヘ ー

中井 智香子 （広 島大 学大 学 院）

（1 ）　 問題の 所在 と 目的

　 戦後 の 香港 史 は、主権者 と統 治者が 決 めた 政治体制に

よ っ て 二 度の 始ま りを迎え た、つ ま り、一度 目は 3 年 8

ヶ 月 の 日本 軍 占領期 をは さん で 、ア ヘ ン 戦争以 来 英国植

民 地 に再 び 戻 っ た こ とで あ り、二 度 目は 97 年 7 月 1H

中国 へ の 主 権移 行 に よ っ て 「一国二 制度」 とい う新 たな

始ま りを得 た こ とで あ る。香 港 と他 の 植 民地 との 決 定 的

な違 い は、政 治 主体 とな るべ き住 民 側 に基 本 的 自治権 の

行使 に よ る独 立 とい う選 択肢 が なか っ た こ とに あ る。な

ぜ な ら両 者を つ な ぐ時空 間 に は 、1898 年 に 清朝 と英

国 間 で 調 印 され た 「香港 地 域に 関す る 条約 」 （新界地 区

99 年間 租借）が 存在 して お り、結局 97 年 問 題 は 主権

者 と統治者で ある中英間で の み 交渉が行わ れた。

　 さ らに こ の 特殊な時空 間に 最も影響を与 えた の は、主

権者 で あ り隣接 す る 中国 大 陸 の 動 向 で あ っ た。戦後続 い

た 国共 内戦に よ る混 乱の 果 て、共産 党政権 が 49 年 に新

中国を樹立 した。そ の 後、大躍進 運動、3 年連続の 大災

害、文化大革命の 混乱期を経て 、78 年鄰小平が 復活 し

改革開放政策へと国の 舵取 りを 大 転換 した こ とに あ っ

た。 彼 が 考案 した とい われ る共 産党政権に よ る一
党独裁

の 祉会 主 義政 治体 制 下 に資本主義経済を組み 込 む 「一国

二 制度」 とは、香港 の 経済 力 を温 存 させ な が ら、中 国 と

い う国民 国 家の 枠組み に英国植 民地 に居 住 し 「臣 民J 化

されて きた 中国系住民 を 「中国公 民」化する こ とで あ っ

た 。 しか し、こ の 6 年間を振 り返 っ て み る と、その 過程

は 北京・香港 両政府に とっ て 予想 以 hに 困難 な道 の りで

あ っ た と言え よ うD

　 そ こ で 本 報告 で は 、78 年 に 義務 教 育化 さ ら た 中等教

育 （初中 1 − 3 年 ） レ ベ ル で、香港 の 政 治主 体 と成 る べ

き青少 年 へ の 公 民 教育に 相当す る フ ォ
ー

マ ル ・カ リキ ュ

ラム とガイ ドラ イ ン の 変遷 に 焦 点を あ て な が ら、主権者

と統治者 で あ る 中英 間 の 政 治 的 駆 け引 きに よ っ て 翻 弄

され た戦後香港史が、どの 世 代の 住 民 に どの よ うな公 民

意識を 注 入 して い っ た の か を考察 した い 。

（2 ） 84 年まで の公 民教育

　 シ ラバ ス の 内容 と科 目名の 変更に よ っ て 、4 期 に 大分

され る。

　 1期 〔45 〜56 年）『公 民科 Civics』で は 、植民 地

政 府 に と っ て 必 要 な 人 材 を確保 す るた め に 都合の よい

知 識 の み が提 供 され て い る。具 体的 に は、英語 と西 洋文

化 に精通 した 少数エ リート （公務員 ・企 業家）が行政 に

協 力 的 で あれ ば よ く、行 政機構 の 概括的 な 知 識に 限定 さ

れ て お り、官 民 の 意思 疎 通手 段 は 全 く提 示 され て い なか

っ た ，換言 す る と、政治 を多 く語 らな い 、政 府 へ の 服 従 、

法 の 遵守 が 公 民 意識 と して 強調 され て い た。さ ら に、香

港の 都 市生 活 と申 国 の 伝統 的農村生 活 の 差 異 を強 調 す

る と同時に、香港社会の ／公」房 c競 βπノ と中国社会の 「臣

民 subject 」 とい う対立 構図を意図的に 作 り出す こ とで、

香港 の 公 民教 育を ス タートさせ て い る。

　 H期 （57 〜64 年）『公 民 科 Civics』で は、前期 ま

で の 順 調 な植民 地行政 を背 景に、香 港出生 した 第 二 世代

を対象に した公 民意識で あ り、香港を 中心 とす る意識 が

付け加え たれた。具体的に は、対中貿易 に依存 し て い た

香港が、50 年朝鮮戦争勃発後の 国連 の 対中禁輸措置に

よっ て 経済危機を迎 えた が、植民 地政府の 徳政に よっ て

中継貿易地へと転換 を果た した。そこ で 、住民の 生活水

準 も実感 で き るほ ど向 上 した 点 を強 調す る こ とで 、政治

に 関 わ る よ りも経済活 動 へ 専念 す る こ と を美徳 とす る

風潮を作 り上 げて い っ た。一
方で、中国 系 住 民 の 共産 党

政 権に 対する離反と、祖国に 対する郷土意識を希薄 化 さ

せ る と同時 に、香 港 自身 へ の 関 心 を誘導 し て い っ た。

　 皿 期 （65 〜74 年）それ ま で の 『公 民科』が 姿を消

し、『経済 と公 共 事務科 Economics＆ Public　Affairs』が 登

場 した。大 胆 な名称変更の 背 景に は、右肩 上 が りの 経済

発展 を持 続 させ る た め に は 、植 民 地経済の 真髄 レ ッ セ ・

フ ェ
ール を 基盤 か ら支え る が 、政 治 的権 利 を持 た な い

松 房ノが 必 要 と され た と言 え る。なぜ な ら住民 の 鬱積

す る 社 会 不 満 が 66 年 と 67 年 の 二 度 の 暴 動 を 引 き起

こ し、植 民地政府は 仕会の 安定 と経 済 の 繁 栄の た め に、
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住民 生 活 密 着 の 社 会政策 へ と大幅に 軌道修 正せ ざる を

え なか っ た。そ の
一

つ と し て 、青少年の 香港への 帰属意

識 を育 成 が急 務 と考え られ 、教育機会の 拡大 が急 速 に 推

進 され た 。つ ま り、こ の 時期 は 香港 が 植民地 で ある こ と

を 明 確 に し た 上 で 、持 続 的な経済発展 を求心 力 とす る 社

会統 合が 課 題 で あっ た。

　IV期 （75 〜84 年）『経済 と公 共事務科 Economics＆

Public　Affairs』では、青少 年の 社会への 参加意識を高め

る た めに、視察や 社会奉仕活動を通 して 、香港への 帰属

意識 の 育成を図っ た。こ の 時 期に入 っ て、前期 で の 植民

地で あ る とい う明確 な表 現 か ら、「香港 は コ ミュニ テ ィ

で あ る」とい う曖昧な表現 が用 い られ始め た。その 背景

に は、68 年か ら始まっ た 「中国語法定化」運動 に端 を

発 し、70 年代 には 知識人青年を中心 と した 「認識 中 国1

キ ャ ンペ ー
ン が社会全体に一定 の 影響 力 を持 ち始め た。

また、72 年 3 月 に は 中国が 国連 の 植 民 地 委員会宛書簡

で 香 港を植民 地 リス トか ら 削除す る よ う求 め、国連 の 場

で 主権者中国の 主 張 が全 而 的 に 認 め られ た。よ っ て 、こ

の 時期 の 植 民 地 政 府 は、時勢 を捉 え なが ら社会の 安定を

維 持す る事 が得 策 と判断 して い た と言 え よ う。

（3 ） 85 年以 降の 公 民 教 育

　 70 年 代 後 半 か らの 中英問 で 水面 下 に 行わ れて きた

97 年問題 が 、85 年以 降の 公 民教育へ大転換を もた ら

し た。84 年 9 月 「中英共 同声 明」 仮調 印前の 7 月 には

「代議制度の 段 階的発展 」緑書が 出 され 、翌年 9 月 には

初の 立法評議 会 の 間接 選挙 が 実施 され た。

　植 民地 政 府 は、85 年 9 月 『学校公 民教育指引』を初

め て 発行 し、政治的過渡期対策 として 幼稚園児か ら大学

生ま で を対象 と した公 民教育への 取 り組 み を始 め た 。
し

か し、そ の ガイ ドライ ン の 内 容 は、97 年 問 題 へ の 言 及

を避 けた 非政治的で 非現 実的な もの で あ り、政治制度 ・

ア ブ ロ ーチ と い っ た 政治知 識が 偏重 され 、政 治参加 や 民

主主義 に関す る概念や過程 は 無視 されて い た。住民に は

植民 地政府 との 協調 姿勢を強調す る事で 、過渡期に お け

る政治体制転換を植民 地政府主導 で 有利に 行い た い と

す る 統 治者側 の 意図 が表 れ て い た。

　 88 年 選 挙 の 前 年 に実 施され た 直接選 挙 導入への 市

民 へ の 世論 調 査の 結果は反 対派が上回 り、結局 88 年も

間接 選 挙 で 実施 され た。しか し 89 年天安 門事件に よ り、

植 民地 政 府 も市畏 も民 主化 へ 大き く加速 して い つ た。9

1 年に は初め て
一

部議席 に直接選挙が導入 され 、民 主派

が圧勝した。

　97 年の 前年 （96 年）に 『学校公 民教育指引』は 全

面的 に 改正 され た。初 版 は初 歩的な政治知識に 国際都市

香港 ＝コ ス モ ポ リタ ン 的観点を強調 し、従順で 責任感 の

ある公 民 を理想像 とした。その 反面、民 族 や 国 家ア イデ

ン テ ィ テ ィ育成に 関す る具 体性が欠如 して い たが、改正

版で は批判的思 考 ・問題解決能力 ・客観的態度を培 っ た

理 性 的で積極的か っ 責任 の あ る公 民を描い て い た。特 に

国民 教育 ・民主教育 が取 上 げ られ、香港 と中国 へ の 帰属

意識 と政治的 権利 と義務 の 果 た せ る能力の 発 達 が要求

され 、国家 ア イ デン テ ィ テ ィ を持っ た 「中国公 民」 と し

て の 自覚に ま で 言 及す る に 至 っ た。

（4 ）ま とめ

　戦 後植 民 地 香港 で 用 い られ た 松 房ノ 概念 は、大 陸の

伝 統 的農村生 活 者 「臣 民」
へ の 優越的な対 立 概 念 で あ っ

た 。す なわ ち、香港に 居 住す る 中国系 住民 は都市生 活 者

とし て f！AtftJ とい う呼 称 を 与え られ た に過ぎない 。8

4 年 ま で は、植 民 地 の 安定 と繁栄を維 持す る為に住民の

政治参加の 道 を閉ざした 非政治的カ リキ ュ ラ ム で あ り、

選択教科の
一一

っ に すぎな か っ た。さ らに 、71 年 〈 教育

条例 〉 で 学校 内で の 政 治 活 動禁 止 を受 け、70 年 代 に 教

育機 会 が拡 張 され て も、ほ とん どの 中学校は 『経済と公

共事務科』を教え ようとし なか っ た。中国系住民側 も生

活水準の 着実な向上 を手に 入 れは じ めた こ とで 、仕会へ

の 不 満は徐々 に解消され、現実的な利益を希求 する こ と

で 植民地政府 との 暗黙の 了解が築か れ た ま ま で あ っ た 。

こ の よ うに 84 年まで は極めて 消極的で あ り、また （公

房 ノの 呼称 を用 い た だ けの レ トリ ッ ク に す ぎず、実 際の

姿は 「臣民 」 で あっ た と言 え よ う。

　 「一国二 制度ユ とい う新境 地 を与 え られ た 香港 の 命運

は、過 渡期の 公民 教 育 に委 ね られ た。そ の 過 程 は、主 権

者側 に 配 慮 しなが らも統 治者側 主 導 で市 民 の 意 向 に 沿

い なが ら推 し進 め られ た。

　 報告者 の 現 地 調査 で は、特 に 政治活 動が 厳 し く弾圧 さ

れ て きた 教 育現 場 の 教師た ち は 、「臣民 1 が 「中国公 民」

へ
一

足 飛 び で き るは ず が なく、まず は経済的自立 を果 た

した香港 の 市民 社会 に根ざ した公民づ くりか ら始 め よ

うと して い るの が現 実で あ る。「一国二 制度」 下の 国民

教 育へ の 足並み は揃 っ て い る とは 決 して言 え ない 。
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